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伊勢市議会議員政治倫理条例施行規則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊勢市議会議員政治倫理条例（平成 29 年伊勢市条例

第 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （市税等の種類） 

第２条 条例第３条第５号に規定する市税等の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 個人・法人市民税 

 (2) 固定資産税 

 (3) 軽自動車税 

 (4) 都市計画税 

 (5) 国民健康保険料 

 (6) 介護保険料 

 (7) 水道料金 

 (8) 下水道使用料 

（審査の請求の手続） 

第３条 条例第４条第１項の規定により審査の請求をしようとする代表者

は、審査請求書（様式第１号）に、条例第３条に規定する政治倫理基準

の違反を疑うに足る事実を証明する資料のほか、市民による審査の請求

にあっては、審査請求署名簿（様式第２号）を添えて伊勢市議会議長（以

下「議長」という。）に提出しなければならない。 

２ 審査請求書には、市民又は議員の代表者（以下「審査請求代表者」と

いう。）が、署名及び押印しなければならない。この場合において、審

査請求署名簿及び議員の連署における署名についても、同様とする。 

（審査請求書等の受理等） 

第４条 議長は、前条第１項の規定により審査請求書の提出があったとき
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は、その記載事項及び添付資料並びに審査請求をする者の資格等を審査

し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。 

２ 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書に形式上の不備

があると認めるときは、当該審査請求代表者に対し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。 

３ 議長は、審査請求代表者が前項の求めに従わなかった場合は、当該審

査の請求を受理しないことができる。この場合において、その旨を審査

請求代表者に書面により通知するものとする。 

（審査会の組織） 

第５条 条例第５条第１項に規定する伊勢市議会議員政治倫理審査会（以

下「審査会」という。）に、会長及び副会長を各１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

５ 審査会の委員の任期は、条例第５条第１項の規定により審査会を設置

した日から条例第８条第１項の規定により当該審査の結果を議長に報

告した日までとする。 

（審査会の会議） 

第６条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会の会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ、これを開く

ことができない。 

３ 審査会の会議の議事は、出席委員の４分の３以上の賛成で決する。こ

の場合において、会長は、委員として表決に加わることができる。 

（審議会の公開及び傍聴） 

第７条 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席
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委員の３分の２以上の者の合意により非公開とすることができる。 

２ 審査会の傍聴については、伊勢市議会傍聴規則（平成 17 年伊勢市議会

規則第２号）の例による。 

（意見の開陳） 

第８条 審査会は、条例第４条第１項の規定により審査の請求を受けた事

案について審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与

えなければならない。 

（審査結果の報告） 

第９条 条例第８条第１項の規定による審査の結果の報告は、審査結果報

告書（様式第３号）により行うものとする。 

（公表の方法） 

第 10 条 条例第８条第２項の規定による公表の方法は、市議会のホーム

ページへの掲載等により行うものとする。 

（補則） 

第 11 条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項

は、議長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 29 年 10 月１日から施行する。 

（審議会の招集の特例） 

２ この規則の施行の日後に最初に開かれる審査会の招集は、第６条第１

項の規定にかかわらず、議長が行う。 

 

 


